
市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
1 ○ 河川は流域全体で考えなければ良い川、利用し

やすい川とはなりません。川での活動拠点だけ
を整備しても上流域の河道形状や水利用による
流量変動などによっても河川内環境は大きく変
化し、最終的には利用できない川となる場合が
多く、人の手が加われば加わるほど河川環境は
劣化しているのが現状です。川のしくみや成り立
ちを十分理解して考えるべきです。

○ 多自然川づくりは市民は理解しておりますが、市
民から行政にあげたときに行政の方が毛嫌いし
ているような感じがします。河川係わる行政には
ダムや農業など多様で、それぞれが目的のため
には市民からの要望等に耳を傾けない状況が多
くあります。

私の経験では、河川整備検討会などに学識者だけではなく、河川流域の
市民・団体等を含めた河川会議を行うことで、市民の考え方や行政の考え
などが認識理解され比較的スムーズに事業が運んでいるところがありま
す。
河川流域の関係市町村、川を利用する内水面漁業者、川に係わる団体及
び市民と河川管理者が主体となった検討会や実際に河川へ出向いの活動
などを行いながら河川の理解度を深めていくことで今後の整備の在り方な
どの展開がうまれます。
学識者だけでの検討会で良い川になったことは記憶にありませんし、市
民・地域からの反発・苦情が多いのが事実です。

河川改修は地域の氾濫から守るための事業で、多くの実績を上げてきました。河川整備によって、生産
性は向上し豊かになったのは事実ですが、地域は限界集落化し若者の姿も消えていってしまう現状の
中で、河川流域の高齢者たちに話を聞くと、皆が口を揃えて昔は良かった。とかえってきます。生産性も
向上し、生活は楽になったと考えられるが、よく考えてみると精神的な豊かさは確保されたが、気がつい
てみれば心の豊かさが失われているのではと考えます。
　多自然型川づくりから多自然川づくりとなった現在も、川を形成してきた水の働きや河川を利用する生
物の気持ちになった川づくりは殆ど行われていないと考えられる。多自然型川づくり、多自然川づくりな
ど本来の川の姿を取り戻す理念も水をスムーズに流下させることが第一で、結果的には排水路工学的
な発想の中に気飾りを入れた程度で、その結果河床低下や河道内の樹林化などの原因を誘発してし
まっている。
　川は水が流れる過程で形成したもので、河川流量の変化に対応しながら流向を変化させ土砂コント
ロールや河川形態の充実・維持を図っている。
今後の河川改修も洪水流量を速やかに流下させる排水路工学的発想ではなく、より多くの流量を河道
内で自由に流下させながら水に川の形をつくらせるような発想転換が必要な時期にきている。
　河川事業によって流域が川で楽しめる空間づくり、そして心の豊かさが取り戻せるような河川事業が今
後求められるとともに、これからの河川事業であろう。
　水が作り上げる川は、河川構造的にも安全で河川形態や川原など水が流れる状況の中で維持管理し
てくれ、最終的には川を利用する生き物が安心して生活できる川となる。
「川をつくる時代」から「水につくらせる」そして「水に維持管理させる」時代への発想転換が必要である。

2 ○ 夕張川流域会議という形で、夕張川流域にかか
わる市民と国、道、市町との協議の場がもうけら
れている。

○ 川づくりに関心のある市民についてではあるが、
夕張川流域については、血流域生態研究所の妹
尾俊二氏の指導の下、川作りの実践活動が積み
上げられてきており、「多自然川づくり」の“型”を
とった川づくりの概念が理解できるようになってき
ている。

洪水や災害にあった時のみ“川”についての話し合いや当面の対策が講じ
られたりするが、日常的にはほとんど関係なく暮らしているのが現状であ
る。
治水、利水、自然環境の三要素がバラバラではなくきちんと結びついた川
の学習や啓蒙活動、川体験学習の実施等の積み上げと国、道、市町村担
当者のかわについての理解を深めること、連携を強めること、情熱をもって
市民との連携した活動を行い積み上げていくことが必要である。何かあっ
た時だけでは意味がない。

①河川行政の側(職員）の「多自然川づくり」の意味をきちんとした理解が必要である。
②実際に川に行って川体験学習をする中で「多自然川づくり」の意義を伝える催しを恒常的に行っていく
ことが大切である。
③地域で突発的に行っている「多自然川づくり」のとりくみ事例やその指導者に対する物心両面の支援
策を講じてほしい。
④「多自然川づくり」の指導者の養成をおこなってほしい。

3 ○ これまでの全国水環境交流会の動き、河川協力
団体制度化の動きを見れば、連携は進んできた
と思いますが地元ではまだまだ一部の動きなの
で、②にしました。（ただし、多自然川づくりに関
する連携ではなくて、川活動全般に関する連携
と捉えての回答です。）

○ 本州の一部河川協力団体では、浸透しているか
もしれませんが、北海道では全然ないといってい
いくらいです。一般論ですが、市民には「川づく
り」にせよ、「多自然川づくり」にせよ、それは行政
に関係することで、市民は別という感覚があるか
もしれません。協力団体のような団体であれば、
言葉としては知っているでしょう。ただ、普段の活
動で意識しているかどうかは疑問です。

まず全国水環境交流会が長年培ってきたような官民の議論の場を維持す
ることでしょうが、そこに集う市民が高齢化しているので、世代交代しなくて
はいけないでしょうか。ただ50歳以下は川遊びをしなかった世代、水害経
験のあまりない世代なので、川に関する興味が薄いと思います。
川と人、川と地域、生き物と川などいろいろな角度から川との関わりを再確
認する、川本来の働き、水が作る環境の理解をする体験機会を次世代へ
提供していかなくてはいけないでしょう。（例えば、おとなの川塾の実施）行
政は、業務で参加するでしょうが、川を知らない、川に関する興味が薄いと
いう点では市民と同じなので、市民とともに川塾に参加することは大切だと
思います。河川協力団体でも、防災分野で連携したいという行政の意図が
見えますが、まずおとなの川塾をしないと、本質的な動きは何も始まらない
のではないでしょうか。防災での自助、共助の意識醸成は、川にどっぷり
浸かる、川と付き合う経験（川学習、川遊び、地域学習等）が必要でしょう。

北海道では、多自然川づくりという名前で昔ながらの従前の改修工事が続いているようで、多自然川づ
くりで、自然が豊かになった、環境が改善されたとは考えにくいです。私が活動している幾つかの川も、
多自然川づくりが採用されている川のはずですが、毎年、河床低下、樹林化が進み、活動場所の環境
悪化で新たに活動場所を探すことになっています。多自然川づくりが全ての川づくりの基本であれば、環
境改善のために自然再生事業が新たに行われるはずもないが、実際は自然再生事業が実施され、しか
も以前より環境が悪くなったという川もあるようです。
多自然川づくりが、川づくりを変えて未来の地域づくりに貢献すること、そのきっかけになることは間違い
ないと思いますが、少なくとも北海道では、多自然川づくりの思想も方法も理解されていないし、実践もさ
れていないように思えてしまいます。おそらく、市民団体はもちろん、河川に係る業者、学識者も多自然
川づくりを理解しそれを川づくり段階で実践できる人はほとんどいないのではないでしょうか。各地で講
習会が開かれ、若手の技術者が育ってきているようですが、ガイドブックは、参考になっても答えではな
いはずなので、その川の状況に合わせて応用する力が大切になると思います。その応用力は、川のしく
みや川本来の機能の理解、水がつくる環境の理解ができているかにかかっていると思います。
どのように多自然川づくりの概念を実際の川づくりに結びつけるのかが課題になってきますが、多自然
川づくりが目指す川づくりは、基本に立ち返ることが重要になるような気がします。世代的にも川を知らな
い市民が増えました。かつてあったいい川を目指すといってもイメージしようがありませんし、川が重要な
地域社会を支える水インフラだといっても実感できません。水害で大被害になっても水害対策＝治水
は、市民の仕事ではないという感覚で行政批判をするだけです。このままでは水害対策はもう増税する
しかないと地方自治体が言えば、自助共助の動きになるとかなと個人的には思っています。基本にかえ
るため、河川管理者も業者も市民も今一度川に入って川を歩き、水を体感しながら、土砂がどのように
流れているか、生き物はどのようにくらしているか、人がどれだけ水を贅沢に使っているか、そして誰が
どのように管理しているか。このような川の基本を理解することが必要ではないでしょうか。その川がど
のような水害を起こしたのか、また洪水は、溢れると水害だが生態系的には貴重なインパクトになること
も理解したいです。

3 河川協力団体の活動においては、協力団体（市民）と河川管理者が協働で川の管理に携わることになり
ますが、全国協議会が提案しているこの協働型河川管理は、全ての川づくりの基本＝多自然川づくりを
踏まえたものでなければならないでしょう。そして多自然川づくりの理解も実践も、川本来のしくみやその
機能の理解ができているか、川との関わりを歴史文化、生態系、地形地質、など多方面から捉えて、川
の役割をトータルで理解することが重要になるのではないかと思います。これらは、流域生態研究所の
妹尾氏が河川自然学の理論の中でおしゃっていることですが、川本来の機能や川のしくみの理解と自
然河川と改修河川の違いを知らなければ、いかなる川づくりもうまくいかないということのようです。要
は、人が水をコントロールして川をつくるのではなく、水がつくる川を受け入れるように川（器）をつくること
が重要で、その実践的提案がされています。従来の川づくりは、当然治水重視で次が利水だったわけで
すが、多自然川づくりが提唱された今もこの順位は変わらずで、余力があれば、「環境に配慮する」川づ
くりをするというのが現実ではないでしょうか。予算に制限があり、地域社会も少子高齢化で、ますます
選択集中で河川整備をしなくてはいけなくなります。その意味でも多自然川づくりは、治水、利水、環境
のバランスをとった施策でなければならず、そのためには基本に立ち返る、体系的にまとまっていて実践
的な河川自然学をまず学ぶことだと思います。

4 ○ ○ 「川で活動する市民」においては浸透してきてい
ると感じるが、一般市民にまで拡散しているとは
感じていない。

・共に汗を流して行う作業は有効なので、そのような機会を多く設ける。

・そのためには、河川管理者（国や自治体の河川事務所等の職員）が市民
活動の中に入り込める環境を整えていく必要がある。

・新制度である河川協力団体を仲介とした河川管理（人口減少社会におけ
る国土管理、という視点からの）の態勢づくりを目的とした活動を始動する
ことも。

・「多自然川づくり」という概念にとどまらず、市民に河川管理の一端を体現してもらう機会を多く設ける
等、視野を広げていくことが第一歩と考える。
・どのよう機会を設けるか、企画段階から河川活動に取り組んでいるNGO/NPOと検討していくことが望
ましい。
・一方、水防、スポーツ、生態系保護、水質や水辺のごみ問題等の多岐にわたる関係者が一堂に会した
意見交換等を行うための定期的な会合があると良い。河川の規模や利用形態に応じた「普及活動」の手
法や工夫など、様々なアイデアが生まれることが期待できる。
・このような場を「いい川・いい川づくりワークショップ」の開催に併せて設けるなど、効果的に実施するな
どの工夫も一考すべきである。

5 ○ 「多自然川づくり」がいまだに行政にもそれほど
浸透していない気がします。東北では事業自体
が少ない印象です。

○ 知る人ぞ知るという感じ。 行政は積極的に市民と一緒に川づくりを考えるなど、協働を意識してほし
いと思います。
地域のNPO、市民活動団体の活用・協働。

市民と一緒に川づくりを進めて、地域に良い施工事例を増やす
→川を楽しんで利用してもらう
（自然体験、景観、水辺で飲食、イベントなど）
　ミズベリングなどのキャンペーン、交流
→その事例が「多自然川づくり」であることをどんどんアピールしていく

１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？
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１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

6 ○ 川の日ワークショップを例にとると、当初は行政
側が身構えて行政のみのプレゼンであったが、
今では行政と市民が一緒になって楽しんでプレ
ゼンしている姿が一番変化した点であると思う。

○ ・情報の提供
・市民が参加しやすい環境づくり（場の提供、ワークショップの提供、専門
家の提供、ファシリテーターの育成、計画作成づくりへの参加等）

・多自然川づくりの考え方や事例など、身近に情報提供できる環境づくりの充実に（携帯、タブレットなど
軽量な情報機器の活用）

7 ○ 私達が活動している鶴見川の支流の早淵川流
域は、近年都市化が急速に進んでいるが、鶴見
川流域マスタープランの策定、多自然川づくりの
活動等で、市民と行政との連携がおおいに進ん
でいると実感している。
先輩達の努力のお陰であり感謝している。

○ 川に関心を持っている市民には浸透しているが、
無関心な人が多いのも事実である。川沿いの道
の整備や、親水広場などの拠点整備、子供達と
のクリーンアップ活動等を通じて、じわじわっと
「多自然川づくり」のコンセプトをPRしていきた
い。

大きなイベント等も効果があるが、平常時の普段の活動の中に、市民と行
政との連携のつみ上げが最も大切だと感じている。
例えば、行政は仕事なので、数年間で担当が変ることが多い。一方、市民
団体は継続して活動している。（当会は今年で２３年になる）新しい行政の
担当者には、丁寧に市民団体から歴史を説明し、行政と市民団体とで川に
関心のない一般市民に連携してPRし、特に子供には川の活動に巻き込む
等工夫する必要がある。

普及させるための戦略・戦術を、川の活動をしている市民団体と河川担当行政とで意見交換し練り上げ
PDCAサイクルで実践していくことが望ましい。鶴見川流域では、かなり出来ているが、マンネリ化しない
ことが重要だと思う。個人的意見として次のポイントを提案したい。
１．市民のターゲットを明確にする。地域によって違うと思う。
２．例えば、早淵川流域では、全国的に見ても、子供が多く、一方高齢者も多い。この二者に絞る。
３．子供に対しては、早淵川のクリーンアップや環境観察などを市民団体主催・行政支援で行う。PTAや
町内会等の協力を得る。
４．高齢者に対しては、川沿いの散歩、流域の歴史ツアー等に誘う。福祉関係行政部局との連携を図
る。

8 ○ 今は、行政の都合で連携ができたりできなかっ
たりしている状況だと思います。

○ コンクリート護岸でなければ「多自然」と思ってい
る人が多いように感じます。

○十分な情報の共有と徹底した話し合いが必要。
　計画を作る前の段階から情報を提供して、市民と行政が連携できる仕組
みがあるといいですね。

「多自然」とは何なのか、何が「自然」といえるのかがはっきりしていないので、それぞれの思いが異なる
のは、ある程度やむをえない面もありますが、生物多様性、生態系の保全についての学習や実践の機
会が必要だと感じています。
　「川づくり」が、川の形や護岸の材料・形状といった面からのみ語られると、「多自然型」の轍を踏みか
ねないのではと危惧します。

9 ○ 川をテーマとして活動している市民は5年、10年
と「多自然川づくり」を意欲的に勉強と経験を積
み重ね、知識、情報などの蓄積を行っている団
体もあるが、県の河川管理者は2～3年で異動さ
れるため、「多自然川づくり」について掘り下げた
議論がなかなかできないように感じます。

○ 里山保全や環境をテーマとして実践活動などを
行っている主に市内の多くの仲間は、多自然川
づくりというものがどういうものなのか、正しい知
識を有していない。（「多自然川づくり」について、
かなり精通しているグループもいるが、一部に限
られているように感じます。）

・ 「多自然川づくり」という名称や内容について、地方自治体の行政職員に
対してあまり広く知られていない状況ですので、まずは、広く国民一般向け
に広報（周知）を行うことが重要と思います。

・ 治水と環境を同時に解決する21世紀型の川づくりであることを広く市民や行政に周知していく必要が
ある。
・ 市民向けの継続的なテレビ特番（例えば、NHK「ダーウィンが来た！」のようなこどもでも楽しめるような
イメージ）等で、広く国民一般を対象としてメディア広報できないだろうか。（広く国民に対して、分かりや
すく、継続的にメディア広報し、市民権を得ることが大切だと思います。）
・ 「多自然川づくり」に関する全国津々浦々の素晴らしい実践事例などもテレビ放映できれば、国民の理
解と関心が進み、結果として自治体の行政職員の認知度もあがると思います。
・ その際、高度経済成長期における緊急対応的な河川整備（標準断面で急いで計画し、流速を上げて
急いで海まで流す河川整備）から、人口減少期における社会資本整備の在り方まで、河川整備の歴史
的変遷や川にまつわる文化まで学べるといいと思います。

10 ○ 河川改修に直面し、川の自然環境をなんとか保
全・復元したいと願う市民に河川行政が応えるよ
うなケースでは連携が進んだ。また、多自然川づ
くりがすべての河川管理の基本として位置づけ
られたことも連携にプラスとなった。しかしなが
ら、このような連携は一部の河川の市民、行政
に限られている。また、理解ある行政担当者が
異動したら連携は希薄化することも多い。

○ 一部の市民への浸透に限られる。マスコミでも
「多自然川づくり」という言葉や概念、事例が紹介
されることは極めて少なく市民権を得ていない。

◆いい川づくりの事例を増大させるために、デザイナーやコンサルタントを
数多く育成することが必要である。資格・認定制度を設けて体系的に育成
することも一計である。（今は、一部の学識者や専門家が設計者を糾弾す
る場面もあり、若い技術者は好んで多自然川づくりの計画・設計を行おうと
はしない。）
◆多自然川づくりに対する河川管理者（都道府県等）の検討を支援すべき
である。例えば、河川整備計画が策定されている河川を中心に、行政と専
門家と市民の協働で「川づくりアクションプラン」を策定することに助成を
行っていくことも一計である。
◆農業系団体が農地と周辺環境を保全するための持続的な支援策である
「多面的機能支払」のような制度を河川においても制度構築し、川を育む
団体と行政との連携を持続的に支援すべきである。「河川協力団体」はそ
の名称、概念、制度に限界がある。

◆予算をかけていい川づくりのプロモーションを行うべきである。今は多額の費用をかけてプロモーショ
ンを行っているミズベリングと、多自然川づくりの取り組みが分離している。双方をうまくつなぎ、組み合
わせ、川と人をつなぐいいプロモーションの展開を戦略的に実行すべきである。
◆土木系や環境系の大学の授業でも「多自然川づくり」の技術は学べない。講義や指導ができる教師も
ほとんどいない。国土交通省の地方整備局から大学に出前講師をするなど、戦略・体系だて授業の中
に川づくりを組み込んでいくことが望ましい。
◆多自然川づくりという言葉自体が分かりづらく、言葉の概念も混乱しており美しくない。美しく、親しみ
やすく、人々の印象に残るいいネーミングをつくることが必要である。

11 ○ ・市民に啓発するしくみ、しかけがない。
・新河川法が謳う協働の川づくり、河川協力団体
制度が機能していない。
・多自然川づくりを協働する機会が少ない。
・マスコミなどによるPRが少ない。

○ ○ ・川や水辺に関心を持つ市民には少しづつ浸透
しているようだが、現場を持つ技術者、コンサル、
学識者への浸透が意外と少ないように思う。その
ためか現場担当者からの発信が少ないようで一
般への広がりが少ないのではないかと思う。

・多自然川づくり事業を積極的に行う。そのための協働の手法などの研修
やテキストの配布などが必要。
・そのため整備局、県市町村などで協働のため仕組み（常設の研修会、河
川協力団体事業体）を設置し日常的に協働できるようにする。
・現場の川づくりの技術者、管理者を主な対象とする多自然川づくりサポー
トセンター（リバーフロント整備センター既設）を充実しソフト、ハードともに
指導する。協働の手法がわからない担当者が多い。

・多自然川づくりポイントブックの対象を都市河川、郊外中小河川、砂防、汽水域、海浜などにひろげた
整備や管理の技術書、景観、河川文化、環境、防災、などを内容とするまちづくち、地域づくりなどの手
法書などの作成。
・同上の内容を持つハンディー版、現場対応型テキストなどの作成。
・協働型多自然川づくりの事例をマスコミなどを利用し公表し市民参加を促す。
・誰でも参加できる川づくりなど河川協力団体とともに実践する事業、機会を増やす。

12 ○ 少なくとも川や水辺で活動する団体と河川管理
者等行政の連携は、各地に好事例もあり、ある
程度進んだと言えるような気がします。法改正で
「河川協力団体制度」が位置付けられたことも、
その一歩だと思います。ただし、制度の運用はま
だ課題も多く、連携の状況も継続的、安定的とは
言えないと思います。

○ 「型」が取れた「多自然川づくり」という概念が、緑
を増やすだけではない、治水と背反するものでは
ない、技術や工法に留まらない総合的な概念で
あること、河川管理者のための概念でなく、市
民、地域住民の関わりを内包する概念だというこ
とが、市民自身に広く浸透しているとは言えませ
ん。

「多自然川づくり」に関する市民と行政との連携ということであれば、一つ
は、地域の川づくりに関する官民の情報共有や協議、学びの場があり、メ
ンバーが替わっても（主に行政の異動等）持続可能な場、地域に定着する
ようなものであることが必要かと思います。それぞれの地域にあった仕組
みや方法があると思いますが、行政も市民もそれぞれが主体として、日常
的な関わりを継続的に持つことが、信頼関係や連携推進の基本になるの
ではないかと思います。
河川協力団体制度や自治体独自の類似制度も、その仕組みと連動するよ
うな形になると、運用推進につながっていくのではないかと思います。

・ 「多自然川づくり」という工法から発展したネーミングが、概念の普及を妨げているような気もします（一
般化する概念としては、「“いい川”づくり」といった言葉の方がしっくりくるような）。ただし、「多自然川づく
り」の理念は、社会全体からすると、新しい公共（事業）のあり方を目指すものとして、画期的かつ社会的
な合意を得られるはずの発展型概念だと思うので、いい事例、取り組みをもっと紹介していくことにより、
一般的に普及していくこと、「あたりまえ」にしていくことはとても大事なことだと思います。
・ 知ることの次に参加すること。普及のためには、それこそ官民の連携、コアとなる地域のしくみが大事
だと思います。それにより、「多自然川づくり」に関わるさまざまな関わり方の可能性や機会を生み出し、
参加することが地域を知り、良くしている、（ちょっと辛いことでも）楽しい、といった体験、実感が持てるこ
とにつながるのではないかと思います。川はそういうポテンシャルを持っていると思います。
・ 多自然川づくりを現場で実現していく連携のパートナーとして、市民、地域住民の学びや実践の助けと
なるようなしくみ、専門家の関わり、研修や手引きなど、普及のための機会やツールを開発していくこと
が必要かと思います。
・ また、環境をいい状態にしておくための維持管理や防災のための啓発、体験学習など、市民も活躍で
きるような部分を整備計画の中に位置づけ、事業化、予算化していくことも、河川協力団体制度など、市
民、住民の想いや力を活かしていく手立てになるのではないでしょうか。

13 ○ 国の直轄河川の整備では多自然川づくりは市民
連携しているが、地方自治体の整備事業では、
まだ固い治水優先の整備事業となっているの
で、川で活動する市民とは連携が上手く行って
いない。地方整備担当部署は「多自然川づくりは
国の事業・地方は独自の川づくり」の志向が強
い。

○ 川にたいしての市民活動に自然を使った川づくり
の考えと河川美化活動と二つ性格がある。
川で活動している市民は多自然川づくりへの関
心が高く、浸透しているが、一般的な市民には浸
透していない。
一般市民への川は美化のみでは無く、流域の自
然を活用する多自然川づくりの普及を前面に。

川で活動している市民は多自然川づくりへの関心は高いが、一般的な市
民は言葉の知っているだけで、河川整備計画を進行する際、担当行政は
一般市民（地先の自治会等）を対象に、整備箇所に限定した整備説明をし
ているのが、現状と思われる。整備箇所以外の上流・下流へ影響も川づく
りでは重要事項であり、川で活動している市民は川全体を視野に入れてい
るので、齟齬が生じる事態が生じている。
　河川行政の方は、時間を掛けて、市民との合意形成をつける川づくりの
仕組みを各地の事例を学習して、合意形成の仕組みを習得して推進する
事。

川で活動している市民は、各地で開催されている、多自然川づくりのシンポジウムや報告会の情報を自
分達で入手し参加して、多自然川づくりを学んでいる。これらの方々は川に対しての専門集団化となり、
一般市民とは乖離がある。
　多自然川づくりの情報（パンフ・本）等は、専門的になり一部の市民（川で活動している市民）対象と
なっている。
もっと広く一般市民への多自然川づくりを普及する為は、全国一般市民への広報費用が必要。
多自然川づくりは、安心で暮せる・生態系を豊かにする効用が有る「国土づくり」である事を広める為にも
国家予算を確保する事。
確保した資金は有効・効率的に、各地で多くの多自然川づくりで整備された川を事例にした、世代間に
跨る、親と子どもや孫と「川のものがたり」等、を楽しく語り共有できる情報を発信提供する事が望まれ
る。

14 ○ 川で活動する市民には伝わっていて連携も聞こ
えてくるが、一般市民には伝わっていないので、
連携していないと思う。しかも自治体職員では、
多自然川づくりを意識している人は少ない。

○ 全く広まっていないと思う。 各市区自治体とタイアップして、市民向けの川づくりセミナーを増やすこと
によって、担当自治体も勉強してくれると思う。

多自然川づくりを写真で紹介しながらの「ふるさとの川」音楽祭とか
川巡りバスツアーはどうだろうか。目に触れる機会を多くした方が良い。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

15 ○ ○ 環境にかかわる市民活動をしている市民にはだ
いぶ浸透しているとは思いますが、地域住民を
含めた一般市民にはまだまだ浸透が足りないよ
うに思います。
メディアなどでは河川の環境が良くなってきたこと
もやや触れてはくれますが、外来生物云々のほ
うが大きく取り上げられているように感じます。

よく市民団体の高齢化が問題視されますが、一つの見方をすれば、昔のよ
うに水質や河川の環境が市民にとってとても不快で改善しなくてはいけな
い環境ではなくなって、多くの市民(特に若手)が河川活動などについての
関心度が低下しているのではないでしょうか。
ただ、未だに河川環境は満足のいく状況ではないのはないのも事実であ
り、市民活動をするうえで若者の参入は必要だと市民活動の事務局をして
いて感じるところです。
その様な中、多くの市民と行政と共通の問題や課題を認識することが必要
で、共通の問題解決のためにアクションをすることが連携推進につながる
のではないかと思うのですが、実際は難しいなと思うところも多々ありま
す。

16 ○ 野川を管轄する東京都は、かつて多自然川づく
りに関心が薄かったが、最近は工事で取り上げ
るようになってきた。しかし、まだ始めたばかりで
ノーハウに乏しく、外部の神座頼みである。市民
団体とのやり取りの中でもまれて勉強するように
なってきた。現状はまだ試行錯誤している状況で
ある。

○ 下流の世田谷区間では、箇所掘削工事が進めら
れていることもあり、市民団体の連携組織として
「野川の多自然を考える連絡会」が立ち上がって
いて、活発な活動を行い、都との交渉も頻繁に
行っている。中流部小金井あたりでは、早くから
エコロジカル野川の運動が進められてきたが、多
自然川づくりそのものが議論されることは少な
い。

野川では、野川流域連絡会が機能しているので、パートナーシップは良好
であるが、多自然川づくりそのものについて野川流連で取り上げたことは
ない。今後、下流部での成果を生かして、いずれ最上流部の未改修区間
の工事が始まることを踏まえて議論が必要と思われる。

工事に伴う変化がある場合には具体的な展開がありうるが、何もない段階では現実味のある議論がで
きない。将来計画を話すのにても、何らかの外因、例えば野川であれば外環状線の工事などに伴っての
議論はできる。
一方で、グリーンインフラのような大きな長期的な計画を議論する際には当然のことながら川づくりの方
法についても多自然川づくりの考え方が必要となる。
要は、市民が川に愛着を持ち、常に関心を持ってかかわっている状況が大事である。
日常的な河川にかかわる団体が活発になることが近道と思う。

17 ○ ○ 川づくりに関わる市民と行政の対話の場。
行政職員が協働するという認識。

市民が、安全に安心して利用できるスペースと
自然のサンクチュアリ的な場所のエリア分けを明確にし、
理由を含めて丁寧に市民に説明していくこと。

18 ○ 地域差が大きい。いい川づくりワークショップを
見ると市民と行政の連携は進んでいると感じる。
一方、東京ではあまり進んでいないと感じてい
る。

○ やはり地域差が大きい。河川に関心のある市民
には浸透している。東京ではあまり浸透していな
いように見える。私の住む神田川流域では、善福
寺川では河川に関心のある市民も多い。桃園川
緑道周辺では、暗渠化されてしまっているので日
常的に河川に触れる機会が少なく、多自然川づく
りに関心をもっている（あるいは知っている）人は
少ない。

平常時から河川整備のビジョン（多自然川づくり）を共有する継続的なコ
ミュニケーションの場が不足している。私は東京都の「神田川上流懇談会」
に中野区民として参加しているけれども、懇談会は「連携」というよりも情報
提供を受ける場程度の内容になっている。
多自然川づくりには、流域を視野に入れた整備の考え方を必要とするので
地点周辺の住民参加だけではなく、多様なステークホルダーが参加し合意
形成する仕組みが必要であるという認識を共有すること。
行政の縦割りの役割分担が河川を流域でとらえることを困難にしている。
例えば、市民は河川改修を隣り合う河川と公園を一帯とする修復を望むの
に対して、行政はそれぞれの領域を越えようとしない。障害の一つは行政
担当者が与えられた狭い領域の仕事を粛々と進めていること。
一方、より多くの市民の河川整備への関心を高める必要もある。

市民が河川に触れることは、都会でも環境問題に触れる機会になる。
東京23区の場合は、合流式下水道システムの改修と洪水リスクを克服しなければ多自然川づくりの取り
組みは難しい。けれども、包括的な自然環境の修復活動の一部として市民参加の様ざまな機会に多自
然川づくりを紹介していく必要がある。

19 ○ 地域によって随分と差がありますが、それはある
意味当たり前でしょうか。
全体としては進んだのではないでしょうか。

○ これも当然の事ながら地域によって随分と差が
あります。ただ25年程前と比べればかなり広域的
に多自然川づくりが展開されているため認識され
てきていると思います。ただ行政のみで展開して
も、よい川づくりほど「工事をした」と認識されず
広報も必要でしょう。
ＰＲは25年前の方がしっかりされていた気がしま
す。

多自然川づくりの着手前(計画時)、工事中に連携がされたとしても継承さ
れていかない事例が見られます。河川管理者も頻繁に担当がかわってし
まいますし。維持管理段階まで含めて継続的な連携が進められることが重
要なのではないでしょうか。

愛知県知立建設事務所では、15年程前、市民との協働で水辺林を創出す
る「水辺の緑の回廊」事業を実施しましたが、完了後自然のままに任せて
いましたがやや鬱陶しい状況になり勝手に伐採されるなど良くない状況と
なりました。そこで3年前にあるべき管理の姿を市民に提示しながら、幾度
か話し合いを行い協働で管理する取組を始めました。そこで新たな連携が
再構築され、管理するための愛護会も発足したところです。継続することが
重要だと痛感しました。

地道に質の高い多自然川づくりを広く展開しながら、なおかつその河川が市民によく利用されること（ミズ
ベリングも有効でしょうか）が重要かと思います。また、実際に多自然川づくりを実施したことによって河
川環境が良くなったことを見せていくのも必要でしょうか。
また、市民工事による「小さな自然再生」という取組が行われていると聞きました。多自然川づくりが身近
なものとなるという点で良いかもしれません。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

20 ○ 進んでいるかいないか新潟県内を広く見てない
のでどちらとも言い切れない。が、進んでいると
言うほど話題になっているわけでもない。河川整
備者の告知アピールが無い。
通船川整備での事例に限定すれば、産官学民
の市民会議で長く沿川ワークショップを上中下流
各地で実施してきたのでそこでは「官民連携」は
進んでいる。

○ そもそも多自然以前の問題があり、川づくりは市
民活動外 (川辺ゴミ拾いまで)で役所の改修時の
みになる。「良い子は川で遊ばない」。新河川法
は、地域住民の川との関わりを思想としつつも、
治水・利水・環境の「利水」に『親水』を含めて解
釈しているだけになっている。任意のイベントで
の川利用に限定され川づくりそのものの意義や
効果を浸透を図る機会が日常化できないことが
一因。

・欧州の近自然河川工法は「工法と言うが本質はソフト手法だ。(山脇氏)」
と言うように現地では設計図無し
川の自然復元度を見ながら工事をする、子ども達が来ればガイドし、復元
度を聞かれれば発破で気絶した魚を数え5 倍になったという『川守り』がい
た。

☚日本では計画者、設計者、工事技術者の「工事」時間と、実際の川での
教育者、子ども達、沿川市民の「活動」時間をつなぐ仕組みが無い。必要な
のは、

① 認識共有時間/現場での川づくり時間に「本来の川の魅力と現状の問
題」を官民ともに共有共感する場と時間をつくること
☚官の担当者が代わっても組織的に継承すること(任務として)。
② 魅力育成時間の見える化/川の目指す姿を絵や模型・CG、言葉で地域
リバーハウス(コーナーでも良い)に設置
☚成長の時間軸が見えるようにする：例柳川市立図書館（あめんぼセン
ター）の広松 伝さん常設コーナー。
③ 川守り人・場の日常化/河川協力団体の適用を弾力的にして、コミュニ
ティ協議会、商店会、スポーツクラブ、沿川学校・幼稚園、農家団体、建設
団体など個別でも川利用、川学習への誘致と可能な協働事業を試行する
☚川床テラス、川カフェ、川庭、川畑、舟小屋など「川楽守の日常化」の場
づくり。

・日本の里山、里川、里潟は、そもそも地域管理が当たり前で、農林漁業や信仰文化風習遊びの地域の
暮らしに根付いたものだった。そのため改修管理では、地域主体での改修だったので地域素材や地域
技術に頼らざるを得なく、外からの技術導入も根付くまでに見試しの連続だったのではないかと思う。
・’89 年欧州近自然河川工法視察時にビオトープを目にした。その後「ビオトープ」が子供や市民が口に
する用語になっていることを見て「多自然かわづくり」との認識、一般化、普及力の圧倒的な差を感じた。
ビオトープは近自然川づくりのそばにあった手法で学校ビオトープとはまるで違う概念。時間軸を大切に
していた。
・「多自然川づくり」をより広く地方・地域に普及するには、なぜ普及しなければならないかの『地域問題』
を解決する『哲学』から解くべきではと思う。新河川法に書いてあるからだけでは地元は必ずしも納得し
ない。戦略性や技術が未成熟な河川においては、現段階では原点に還り、選択と集中での戦略的な多
自然川づくりが最善と考える。そこで、計画者、技術者、農林漁業者、生態研究者、景観技術者、管理技
術者、沿川住民組織・学校・企業、係NPO、自治行政などが、「計画」「施工」「育成・維持管理」を見据え
た認識の共通を図ることだと思う。

●ビオトープが一般化した要因に学ぶべき
①「ビオトープ」のネーミングの魅力 ☚バイオが好まれる時代背景もある
② 学校ビオトープ(教材)としての取組による普及 ☚’90 年代にはNHK ニュースに登場
③ 子どものみならず保護者も、ボランティアで参加した作業による一般化 ☚学校○○協会へ
④ 建設業界（主に造園業界）に浸透 ☚小規模だが予算化され事業化している
⑤ 業務に影響する資格制度が浸透 ☚ビオトープ計画士、ビオトープ管理士1 級2 級など
⑥ 学校(教育)から河川・湖沼(土木)、水田(農業)、森林(環境)へ幅広い業種業態に拡大
⑦ 大学などの研究者や生態研究者もビオトープを論じる。

20 ●多自然川づくりが一般化しにくい要因の改善を！
①「多自然」は日本語に無い。業界用語的ネーミングの難解さがある。 ☚多様な自然はあるが・・「近」自
然が自明の言葉では？「生命にやさしい川づくり」＝ビオリバーなど工夫が必要では。
② 学校や保護者、地域、一般市民、川関係以外のNPO、建設業界以外の業界に馴染みがない。より広
範な世代、多様な市民に分かりやすく、魅力的な多自然川づくりが望まれる。
③ そもそも「多自然川づくり」以前に「川づくり」が地域や時期が限定的で土木のイメージで一般市民が
関われず、関わる経験も予備知識もない中で「多自然川づくり」が出てくる。その準備と必要性のPR を
子供たちや市民の目線で理解できるプロセスを準備すべき ☚欧州近自然川づくりでは『川守り』が魚や
植物などの増加魅力と過増殖問題をガイドしていた。
　川に関わる市民運動のある川の場合にのみ「多自然川づくり」への参加が理解されるが運動内容や課
題によっては拒否される場合も有り得る。一方、地方自治では住民参加を進める自治基本条例を持つと
ころも多く、新潟市では「新潟市自治基本条例」を平成19 年に制定している。（第6 条「市民は政策の形
成、執行及び評価の過程に参画することができる」）「多自然川づくり」を広く市民に普及するためには、
計画の素案作りの段階から市民が参加するという仕組みづくりが必要と考える。 ☚一般公開を原則とす
ることが望ましい。
④ 「多自然川づくり」は、土木建設や環境関係の特定業界の仕事になっている。建設だけでなく活用や
保全でも関われる地域、業界の仕事にすべき ☚農水省でも山や森と接する水路では多自然型水路づく
りと言っている。土木と学校、農業、林業、漁業、自然を題材とする芸術、環境など多様な業種業態、分
野とのつながる「川仕事」が望ましい。

20 ⑤ 「多自然川づくり」が、建設までの特定者の技術になっていないか？ ☚つくりっぱなしではヤブトープ
状態の多自然川づくりではないか、誰も管理に責任を持たない状況では？「利水」や『管理』まで検討し
た整備だろうか？？

計画技術 ☚欧州近自然川づくりでは、戦略的な生物ネットワーク水系のみに導入していると’89 年欧州
近自然河川工法視察以後に再訪した元会員情報。予算や合意形成上のせいか。ぜひ普及一般化の戦
略的としてどの河川どの区間どの期間に産官学民で取組むか要研究！

建設技術 ☚多自然川づくり ポイントブックⅢマニュアル+アドバイザー+各河川技術者+各河川NPO だけ
で良いか、検証が必要。

管理技術 ☚自然復元の速度が欧州より日本は圧倒的に早い。農林漁業や遊学の暮らしに自然を取り
込んできた日本の里山、里川、里地管理システム技術を再考すべき。膨大な河川管理予算が組めず堤
防除草も3 回から2 回になり、地域も除草を放棄している例が多い。

楽しみ学ぶ『子川守』育成技術 ☚川ガキが川ガキ未満を育てる仕組み、指導者を育てるべき。自然の
川経験がある現在の60 代以上老練者の存命で記憶や技術の記録と継承の可能な期間での取組が期
待される。例イメージ：『よい子の川守りアクション塾』など

⑥ 「多自然川づくり」が、一定の都市にビオトープ空間を生み出し、川の魅力アップ、エコアップに貢献し
ている。自然は黙してその存在自体に子供たちを育てる力がある。一方、欧州近自然川づくりで藻も増
殖しすぎると酸素不足になるので刈り取るべきと指摘しているように野生化する前に管理することが重
要。野生を食しない国の都市部では多自然の川がタヌキやハクビシンなど増えすぎた野生の居場所に
なっている面もある。それを良しとする誤った自然論者が跋扈している風潮もなくはない。
　人口減社会で放棄田、放棄森林などを含め野生化が急伸している。河川管理者に環境や社会学に精
通し、都市と野生自然の生態バランスを戦略的に指導できるがいないのではと危惧する。

21 ○ 平成９年の河川法改正直後は随分行政の皆さ
んも住民寄りになったと感心しました。一時期住
民との協働の掛け声で連携は進んだと思いま
す。ただし、各地の河川で河川整備計画が策定
されて今後の河川管理の方法がある程度確立さ
れてから急にトーンが落ちたような気がします。
もしかしたら、あの当時の行政の皆さんは河川
整備計画策定までの協働と考えていたのでしょ
うか。

○ まだ、多自然型川づくりと言っている市民や行政
担当者がいます。多くはありませんが、一部の市
民は、河川環境を取り戻してもっと自然豊かな
川、子供たちの笑い声が響く川にしよう、といった
イメージは出来上がっているようです。残念なが
ら浸透はしていないと感じます。

行政担当者も河川環境系の方々はこちらを向いていると感じますが、ハー
ドの技術屋さんたちは説明が面倒なのかもしれません。もっと市民に説明
をしなければいけないと研修はしているようですが・・・。一方、市民も積極
的に行政に係わる工夫は必要だと考えますが、まずはその受け皿をどの
あたりに作るかが問題になりそうです。

市民団体が中心となってシンポジウムや技術研修を積極的に行うべきだと考えます。行政担当の研修
の充実とあわせて、コンサルタント等の委託業務を行う技術者、工事施工を行う技術者にもっと根本の
説明が必要だと感じます。現場で実務を行う場合、出来形による工事数量変更が付きまといます。会計
検査もあります。どのような流れで「多自然川づくり」を取り入れた川づくりをしなければならないのかを
整然と説明できる基礎知識の普及は必要です。少しつらい言い方ですが、道路は社会的な利便性の向
上を理由に用地買収を行って新設が進みますが、河川は災害でもないと改修は積極的に行われませ
ん。災害復旧の基本は現況復旧であると伝説のように言い伝えられています。この辺りを整理して、災
害復旧でも多自然川づくりを取り入れなければいけないと強く社会全体にアピールするにはどうしたらい
いんでしょう？

22 ○ 国交省の方々は市民を連携を意識されて事業を
されていると思います。

○ 私どもの活動範囲は生活環境の周囲が「多自
然」ですので市民に概念が浸透するには中々難
しいのかしれませんが、親水、防災を主とした多
自然川作りが良いのかなと思います。

既出の事業ですが「ミズベリング」的な事業。興味があります。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

23 ○ 福井市では自然を取り戻し蛍が生息できる川に
しようと活動している団体があるが、一部の地域
住民にとどまっている。

○ ７０歳代とそれ以下の年齢では河川に対する意
識的が大きく違っている河川の近隣で生活してい
る人達と、河川と離れて生活している人では河川
に対する認識が大きく違っている。流域に住んで
いる大半の住民の方々の河川と言うのは自分の
生活の中にある河川であり、どちらかと言えば小
川的なものである。大河川と小河川の違い、流れ
ている周辺の環境によっても河川に求める意識
も違っている。漁協の方々や釣好きな人等や野
鳥の会の方々は、魚や鳥から見た河川環境を求
めている。

１．それぞれの住民の生活と絡めながら「多自然川づくり」の必要性を訴え
る必要があると思われる。
２．市民と行政との連携を推進するためには、お互いの思いを共有する必
要があると思われる。そして議論する必要があると思われる。
３．市民と行政のパイプ役としては、行政自らが行動するか、出来ないので
あれば、河川協力団体等に協力をしてもらう方法があると思われる。しか
し、それにはボランティア活動では限界があり予算手当が必要と思われ
る。

１．実例を多く作り見てもらうこと。その効果も含めて。モデルハウスと同じ。
２．計画にあたり、住民と一緒に効果やメンテナンスも含めて議論し合って、計画案を作成する。

24 ○ 多自然型川づくりのコンセプトが浸透していな
い。従ってこのコンセプトにそった議論そのもの
がない印象を強く持っている。

○ 1)に同じ “多自然型川づくり”のコンセプトを誰が主導するかにもよるのではないか。
最近は洪水被害が多発するようになり、人の命を守るということに重点が
置かれている。防災訓練の前に環境保全は非常に弱い。

多自然川作りが本来は省エネルギー型な河川管理であり、またしっかりした河川のリスク管理とセットで
あるとの認識が広がれば、多自然川作りを再評価することになるような気がする。
なぜ普及しなかったのか、なぜ日本では市民の多くから支持されなかったのかその考察を行う必要もあ
るのではないか。

25 ○ ・市民活動があるなど象徴的な個所でのスポット
的適用は幾分進んでいるが、それで良しとする
傾向にあるのではないか？多自然にとりくんだと
いう証になってしまっているように思う。行政の皆
さんに在っては、多自然川づくりは整備方法の
特殊な一手法として扱われていて、他の場所へ
の適用には消極的に感じる。
・熱心な職員・関係者がい県などで進むなど、ま
だまだキーパーソンに頼っているのが現状

○ 市民活動の現状が、川活動に市民を呼び込んでいれば、川と人との繋が
りが強まった勘違いしている傾向がある。自然観察などが目的化している
のでは。子どもの教育的視点では非常に有効なことであるが、川活動が課
題のある川をいい川にしていくために、参加者に川のすばらしさや課題を
認識していただくことで、いい川づくりにつなげていくという側面が忘れがち
なのではという市民の側の課題もある。河川法改正以降の10年間の様な
熱を帯びた活動が減り、官民が共同して川で活動する機会は大いに増加
したにも拘らず、川自身はあまり変わっていないと感じられる。行政も協働
の川活動があれば、川と人とのつながりが強まったと勘違いしていない
か？いい川にすることで、そのいい川と人との自然的・文化的繋がりが強
まるという回路が大切。

市民活動の側は、いい川づくりへの目的意識を持った川活動を広める。
行政の側は、いい川づくりに於けるハード面の進捗状況の点検を進める。指標を定める。

26 ○ ○ どちらもが一緒に活動出来る場作り 色々な場所での多自然川づくりの資料提供し、自分たちの場所でも出来るのではないかと思ってもらえ
る様にする。

27 ○ (貝塚市・近木川(こぎがわ))：平成5・9年度二度
のワーストワン脱却は、市民と行政の協働活動

○ 貝塚市:平成22年までは近木川の活動である程
度浸透していたが現在は情報提供が進んでいな
い。

人と川とのいい関係づくり：地域文化であることから、過去に学び、今を知
り、未来へつなぐ。
人材育成：川に学ぶ小委員会報告(以後報告)から1)川と人とのかかわり
「人間の心性にかかわる文化をはぐくみ育てた」「また子供たちにとっては、
人格の基礎を培う原体験の場であったのである。」これらが理解できる人
材育成。近木川の活動、環境学習では川遊び(原体験)からスタートしたか
ら「川ガキ」が復活した」。

河川法について周知徹底が必要。目的、特に改正などについて
人と川とのいい関係づくり
報告：二つには、川が近隣の地域住民にとって貴重な自然体験、交流の場であったという点である。そ
のような歴史が地域の文化を育んできたのである。また逆にそのような地域文化によって、河川の景観
が形成されてきたことも忘れてはならない。
　近木川の活動は、行政の呼びかけで始まったが、活動は、かつて存在した川と人とのいい関係、特に
「川ガキ」を背景にした活動であることからソフトだけでＢＯＤ２１mg／lから3.6mg／lとなりワーストワンを
脱却した経緯がある。そして国・大阪府の支援で自然再生事業のモデルとして河口域に「近木川汽水ワ
ンド」が、地元「つくる会」が中心となり活動、実現した。
この活動ができたのも1998年から始まった「川の日」ワークショップのおかげである。組織や身分に関係
なく同じ立場で議論し、情報やアドバイスをいただき力づけていただいた。その後実行委員として予選審
査などを担当、生きた勉強をさせていただいた。
　河川管理者(地方公共団体・2級河川)の意識が低い。また活動団体は、目的を絞り、専門的になってい
るからである。そこで活動団体は
活動地域の「川と人とのいい関係」：過去に学び、今を知り、未来へつなぐ
そのためには　傾むける耳　学ぶ心、共有の場
　　地域の目線で考え　地域の動きで活動
私は、近木川でそれを実践してきました。　2010年愛知産業大学大学院に社会人入学し、延藤安弘教授
の指導で修士論文にまとめました。
かつて近木川流域には「川ガキ」存在（上流地域には今も残る）年配者からの聞き取りで、上流から下流
まで死亡事故は皆無であるとの回答を得た。現在、近木川の「川ガキ文化」に取り組み中。「子どもと大
人のいどばた会議」で小学5.6年生の子は、将来の近木川は
 

近木川の活動は、国土交通省。文部科学省の資料で紹介されています。
河川文化を語る会講演集(その31)神吉准教授：（財）日本河川協会
09年　11回日本水大賞　審査部会特別賞(個人)受賞

28 ○ 大阪、京都、滋賀などの活動団体が多い地区で
はばらつきがあるが

○ 大阪府、近畿圏：活動団体が多くあるから

29 ○ と言うより、近くの川での「多自然川づくり」事例
そのものをを見かけない。近くの河川はダムに
よって、渇水状態で、川の中は礫、石の見えない
草原状態。周りの農業用水路はコンクリート張り
のまま。

○ 事例を見受けないから、浸透のしようがない。友
人たちの仕事にも、既設の堰に、手作り魚道は
沢山あっても。

先ずは、身近なの農業用水路や小さな河川で、小さな事業、事例を数多く積み上げる事。
それら事業、事例を十分の広報し、住民参加のできる作業については、参加要請をするところから、始
めて貰いたい。

人間の一方的
じゃない川
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

30 ○ ・主に指定区間（滋賀県内）について、多自然川
づくりを意識している市民はわずかでしょう
・行政はその精神で取り組んでもらっています
が、地域固有の課題あるいは地域住民の一部
が取り組みたいテーマのある場所では連携が進
んでいると感じます

○ ・ほとんどの住民にとって川が遠い存在になって
しまっている
・過去にはコメ作りあるいは頻発する水害などか
ら積極的にかかわらざるを得ない状況にあった
が、近年は大方幸せな状況にあるので、遊び場
所、憩いの場所（散歩道など）という気持ちが強
いと感じます。

・河川管理者からの情報発信→洪水対策に整備しても寝ているうちに出水
があって、無事に過ぎてしまえばありがたみが感じられない。
・地域の状況（そこにある川の状況）に応じて、防災や憩いの場、何らかの
環境を気合を入れて保全する場等々あると思うので、まずは行政から打っ
て出ることが必要と思います。
・河川管理者に加え必要に応じて環境、都市計画、防災、福祉、教育など
縦割りを繋ぐ雰囲気・意識が必要。

・ホタルや特定の固有種はじめ外来魚、外来植物、ごみ問題など取り組むべきテーマはありすぎるくらい
なので、整備だけでなく河川管理者、地元市町村が地域づくりの観点から、行政が取り組んでいること、
取り組もうとしていること、市民が取り組んでいる活動などお互いに理解が深められる機会を積極的に
作っていくことが必要と思います。
・河川協力団体制度や近畿では直轄区間で河川レンジャーが配置されているので、
３）にも書きましたが川の様々な機能を有効活用する手立てや、維持管理に市民の参画が得られる仕組
みを作っていくために河川管理者からの一層の情報提供が近道ではないでしょうか。
・職員さんの仕事はいっぱいあるのですが、河川管理者だけでなく地域とともに考え工夫して取り組む部
分も多いと考えますので、実情を公開し課題を解決していくために地域住民の力を貸して欲しいとのスタ
ンスも時には必要でしょう。
・竹で困っていれば、タケノコ掘りと連動させるのも手ですし、伐木→薪はストーブの普及とともに取り組
みが進んでますね。
・持続・発展のためには何らかの『楽しみ』的なことも併せて考えるべきと思います。
・一定区間のウォーキングとゴミ拾いをセットにして、その区間の護岸の構造解説とか、堰や樋門、排水
機場等があれば見学とセットにするとか
・川の横に住んでる住民から防災面（堤防決壊）の危なさの周知とともに、ほとんどの時間（洪水時以外
は）は潤いの空間なので何らかの楽しみ、あるいは課題解決に向けた方策を少しずつ展開できればと思
います。

31 ○ 多自然川づくりの考え方に基づいた河川管理者
の施工は、少しは進められてきていると思うが、
市民との連携については、特別なケースの他
は、ほとんど進んでいないと思います。私たち
は、１４年間も川の環境保全に取り組み、国・県・
町の関係者と各種の会合で接触があり、自らも
各種事業を行ってきていますが、行政機関から
「多自然川づくり」の言葉が一度も出たことがな
い。ましてや一般市民には、全く知られていない
言葉であり、能動的な連携関係はないといえま
す。

○ 全く浸透していないと思います。上記１のとおり
で、行政用語としての範囲にとどまっていると思
われます。行政が提案して、レアケースとして特
別の工事をする時に協力要請のために住民に概
要を説明する程度の住民との接触に過ぎないと
思っています。

行政サイドで、もっと住民へのＰＲが必要です。「私たちは、より良い川を住
民のみなさんと考えてまいります。」的な姿勢を日常的に明確にメッセージ
を送り、その実現事例を公表していくことが必要と考えます。
そのためには、いろんな行政段階での協議会的なものの設置も一つの方
法でしょう。
現在、当県内にある流域圏会議は、国土交通省が事務局をしていますが、
官民の任意団体的なもので、少しは「多自然川づくり」関係するところもあり
ますが、どちらかというとそんなサイドのものではなく、各種機関等の報告
会となっています。

３)に同じ。

32 ○ ○ 愛媛県の河川においても、従来より「多自然川づ
くり」による河川整備が行われており、その中に
は地域住民の憩いの場として利用され、また、地
域住民との協働による除草作業等、一定の浸透
は図られていると思われる。

愛媛県では、過去には地域住民との合意形成を図りながら川づくりを行っ
たモデル事例があるものの、全ての河川において実施していない現状であ
る。
理由としては、
　・地域住民（市民）と行政とが河川に関してかかわる機会が少ない。
　・多自然川づくりに関する情報が地域住民（市民）に十分に浸透していな
い（興味がない）。
などが考えられる。
今後、より一層の市民と行政との更なる連携を推進するためには、まず
は、地域住民（市民）が河川に関して興味を持っていただくとともに、行政
側も多自然川づくりに関する情報を積極的に発信していく必要がある。
また、併せて地域住民が積極的に多自然川づくりに参画できる体制づくり
が必要。

３）と同様の回答となりますが、
「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには、まずは、「多自然川づくり」とは何かを知ることが重要
と考える。
　そのためには、
　・「多自然川づくり」について市民が積極的に参加（計画～工事、維持管理等全体）
　　を行うことで理解が深まるのではないか。
　・あわせて市民と行政が積極的に「多自然川づくり」に参加する体制づくりを構築。
　・また、市民と行政とが「多自然川づくり」について情報提供、交流できるような
　　シンポジウム及びワークショップなどを開催する。

33 ○ 多自然川づくりの理念や趣旨が理解されずに川
づくり方法（工法）が議論されることが多い。「川
のダイナミズムにゆだねる」、「文化･歴史」につ
いて理解されていないと思われる。

○ 昭和40年代以降、市民を川から遠ざけてきたた
めと考える。多くの川であまりにも治水や利水を
優先した行為が進められたためではないか。
行政は川づくりの工法しか説明していない。

どんな川にするのかの議論をもっとすべきである（NPOの役割でもある）。
そのときに行政・コンサルタント・学者は、人間は全てをつくることはできな
いことを説明すべきである。

「多自然川づくり」の前に、地域づくりについて議論することが必要である。
河川行政の担当部署だけでなく、市町村単位、地域単位で議論する場がほしい。そのためにはＮＰＯの
役割が大きいと思う。
　以下の検討をすべきと考える。
① 流域単位の計画が望ましい。
② 行政にいる河川技術者の技術向上。
③コンサルタントのレベルアップ（川づくりについての技術が不足している。特に工法、河川ダイナミズム
とそれによって形成される物理環境の関係がわかっていない。）

34 ○ ○ 「多自然川づくり」というワードは、「ほとんどの市
民が知らない」のが現状だと思います。

まずは、「その地域の人々にとって魅力のある川とは何か」を河川管理者
が真剣に考える必要があるように思います。
というのも、最近は、「市民」を河川維持管理（除草作業等のボランティア）
のために川づくりに取り込む事例が多いと感じていまして、足らない維持管
理予算を補うためだけの関係性づくりというのは、「多自然川づくり」の本来
の主旨とはかけ離れているように思います。

まずは、河川管理者の意識を変える必要があるのではないでしょうか。
「多自然川づくり」が全ての川づくりの基本と位置づけられたことで、逆に河川管理者による河川環境や
河川景観への意識は薄くなったように感じています。
「河川環境の整備と保全」が法の目的として明記されていても、河川環境の改善目的だけの事業（予算）
はほとんどありませんし、今でも「治水が環境に優先する」という意識の河川管理者が多いと感じます。
一方で、予算がないので除草などの維持管理を市民にしてもらうなどの主旨で、住民を巻き込んだ川づ
くりが増えたように思います。
河川管理者の都合のよいときだけ、市民に「川づくり」を押しつけて良いのでしょうか。
「治水と環境の調和（両立）」を河川管理者が義務として考え、その川の未来を真剣に考えなければ、地
域毎に異なる川の姿は見えてこないように思いますし、そこを市民と共有して川と向き合わなければ、本
当の意味での「多自然川づくり」の市民への普及は無理だと考えます。
そして、発想だけで箱庭のような川づくりではなく、川の構造を理解した川づくりを河川技術者が入って
考えるべきかと思います。

35 ○ NPO等が、参加者に小・中・高生が参加できる様
な活動を行って欲しい。マスコミ報道や、親等も
参加を促せることができる。

○ 行政経験者は理解していると思うが、コンサルタ
ント等でさえ、マニュアルをおそるおそる操ってい
る状況だと思う。→浸透しにくい何かがある。

「よい川の日」の地方版を開きポスターコンクール、事例発表、専門家の講
演会等を開催して、河川毎の改善点のコンペを行う。河川をよく知ってもら
う。

その河川の流域住民に、その河川の現状を知らせる。流域面積、延長等の諸元野甫か、汚濁度ランキ
ング、台風時の水位、過去最高流量、生息動植物、文化財、地形・地質、歴史を知らせる。→河川毎に、
広報誌を配りその内容を説明し、継続的なつながりを持つ交流を行う。

36 ○ 地域差があると思います。熊本に関していえば、
市民がだれでも参加できるワークショップを提案
しましたが、結局区長さんのみ参加させている事
例がありました。先進県と後進県で差は大きいと
思われます。

○ 多自然川づくり、という言葉は一般市民にあまり
浸透していないと思います。
「そんなにすばらしい川づくり（多自然川づくりの
こと）が今は行なわれいるんですね、という言葉
を市民からよく聞きます。行政自らは積極的な姿
勢があまり感じられませんので、一部の市民を除
き、言葉すら聞いたことがない市民が多いと思わ
れます。

結局のところ行政にやる気のある方が少ない。ほんの一部の人に限られ
ています。
行政に積極的姿勢がなければ、市民との連携には発展しないと思います。
近年不幸にも災害が多いため、せっかく進み出した自然環境にも配慮した
川づくりが後退しつつあると感じています（特に災害が続いた地域において
は）。
市民と行政との連携を推進するためには、まず、行政が災害対策のみでな
く自然環境にも配慮した川づくりを行っていく姿勢をみせることが必須だと
思います。
その上で、大学をうまく使っていただいて連携を促進させることが有効だと
思います。
大学は河川管理者ではないため、リベラルな立場でいろいろお話すること
ができます。ただし、すべての県で多自然を専門としている教員がいるわ
けではないので。

・自分自身で可能なことは、インターネットを使用して情報を発信していくことだと思っています。ただし、
現在大学は雑務に追われ、なかなかで難しい状況でありますが、多自然川づくりによってよみがえった
河川の姿、それを人々が利用している姿をHPなどに掲載し情報発信していきたいと考えています。
・国（行政）が行うべきこと
最近、河川においては、みずべりんぐやかわまちづくりなど、イベント性や新しいものがとりあげられるこ
とが多く、多自然川づくりを進めていこうとしているのか少し心配です。県の河川の査定の際、環境にも
配慮しているのか、市民が参加した川づくりになっているか、チェックしていただくなど、ある程度、トップ
ダウンで浸透させることも必要だと思われます。
・県（行政）が行うべきこと
すでにやられている県もありますが、県の川づくりのよい事例を掲載したサイトをHP上につくってもらいた
いと思います。
また、ワークショップでコーディネーターができる職員の育成も必須であると思います。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

37 ○ 長崎県においては、未だに河川整備計画は行政
主体で計画され、住民には内容説明等による意
見の聴取が行われる程度である。又、行政と市
民団体が一堂に会して意見交換や研修を行う場
は年に1回開催される程度である。一方、長崎市
は整備計画を大学へ依頼し模型実験などを利用
しながら住民によるワークショップを開催するな
ど一部行政担当者には多自然川づくりについて
理解がされているようである。

○ 河川に関わる活動をしている一部市民団体等に
は研修会や講習会等において浸透させる活動を
しているが、行政が河川整備等において意見聴
取する対象は市民団体ではなく自治会等が多
い。自治会関係者等は、多自然川づくりに関わる
情報に触れる機会が少なく浸透しているとは言い
難い。

行政及び行政職員に「多自然川づくり」の理念や手法について理解させる
ことの必要性を感じています。長崎よか川交流会では、これまでに多自然
川づくりに関わる研修会等を数回開催してきましたが、行政の技術職員が
参加することはありません。
国土交通省が主催する研修会などには年2，3名の担当職員を派遣してい
るようですが、身近なところでたくさんの担当職員が参加できるような研修
会を定期的に開催しなければ長崎県では行政の意識が変わっていかない
と思います。
九州では、一級河川の多い宮崎県などでは行政と大学、市民団体が共同
して川づくり研究会を開催するなど先進的な取組がされており、このような
取り組みが広がってほしいと思います。

長崎県内ではほとんどが2級河川であり、そこで活動する団体も小規模な団体が多いことから、「多自然
川づくり」という言葉があまり身近ではないと思われます。
自分たちの活動の中でも活かせるもっと身近な取り組み事例などから理解させることが必要ではないで
しょうか。
例）➢ホタルの生息環境を保全する取り組み
　　➢川にアユを遡上させるために魚道を撤去改修する取り組み
　　➢子供たちが川で遊べるようにする為の取り組み等

38 ○ ○ もう少し行政の協力が必要だと感じています
波佐見町の河川整備（県の事業）では、住民の意識として、災害復旧工事
のコンクリート護岸工事がまだまだ、主流です。地域の住民を巻き込んだ
計画～実施～管理のプロセスを行政とともに作り上げることが必要だと思
います。

実際にどのように整備工事などが変わってきているのかを地元の河川で目にすることができれば意識
はかわると思います。

39 ○ 川に関するNPO等との連携は進んできたと思う
が、一般市民にはまだまだ浸透してきていないと
思う。

○ 川の工事に感心をもっている人が少ない。むし
ろ、昔に比べて、川と市民の暮らしが疎遠になっ
てきている（川での遊泳が禁止されたり、漁協が
強くて勝手に魚釣りが出来なくなったり、年中行
事の一つだった障子の張り替えのため障子を川
に浮かべて洗ったり、農耕馬を川で洗って休ませ
たりすることが無くなった）ので、川は昔の水質が
悪いままだと思い込んだり、水質の悪い時代に
子どもだった人が子育て世代なので、川そのもの
に関心がない。

NPOなどと連携して、川に関わるイベントや学習会などを地道に重ねて行く
必要があると思います。現在、私共のNPOが力を入れている「水辺安全教
室」などをきっかけに、川で様々な事をしてみたい児童館や保育園などは、
急に増えて来ていますが、小学校はまだまだ少数です。これは、先生に余
裕が無いことや、もしもの事故を考えて慎重になっているようです。
　でも子どもの時に、川遊びの楽しさと怖さをしっかり体験させてあげると、
やがて次の世代に繋がって行くと思っています。
　それには、最初はしっかりしたプログラムと安全に対する配慮の出来る指
導者を学校現場に投入できる、人の仕組みや予算組も必要だと思ってい
ます。

川や水辺を楽しむ暮らしの推進。カヌーやSUP、ボート、遊覧船、川プールなど、水辺を楽しむ仕組みを
沢山作っていくと、水辺にも関心を持ち、水辺の環境について考える市民が増えて行くと思います。
　特に地方では、川の緑が町に繋がり、山の緑も町に繋がるような、美しい国づくりを進めることで、多自
然川づくりの価値もさらに評価されて来ると思います。
　まちづくりと国づくりを一体にして、自然環境溢れる美しい国づくりを推進していけば、インバウンドで、
日本に来る沢山の外国人に日本の地方の魅力を再認識してもらい、ひいてはその事で地方に新たな観
光に関わる産業や職業も創出する事が出来るのでは無いかと思っています。
　ミズベリングなどの活動は、もっともっと幅広く進めて頂きたいと思っています。

40 ○ ○ 市民と行政どちらの考えも理解した中間的な存在 ・小学校学習指導要領の目標に合致する点が多いので、教科書で取り上げる。
・多自然川づくり推進校みたいな感じでモデル校を作り、取材を受けるなど、より多くの市民の耳に入る
ような取り組みが必要だと思う。
・多自然川づくりは市民には草が沢山生えて管理が大変で、洪水時に安全でないのではないかというイ
メージを持たれている方が多く感じる。行政が実施する調査等をより多く市民と一緒に実施することで、
地域河川が清らかで生物多様性を持つことの素晴らしさを認識し愛着を持つことができると思う。

41 ○ 行政とは河川行政のことでしょうか。最近は連携
どころか行政からのPRを含む仕掛けがなくなり
ました。それは多自然川づくりが技術的に難しい
こと、自然や環境に対する市民の価値観は多様
というより合意されていないことから混乱を招き、
行政マンとしてはやる気が出てこないということ
ではないでしょうか（行政には自ら環境が大事と
は考えていない人もかなりいる）

○ 市民を一般市民とする場合はほとんど浸透して
いない。多自然川づくりは“づくり”だから反対して
いる市民もいるし、なんとなく“自然”があるからよ
いものであろうというくらいの認識しかない市民も
いる。ところで国は宣伝力がある、地方はない。
でも直轄は多自然をやらない、地方の中小河川
はやれというのは、ねじれている。つまりまったく
宣伝が足らない。環境学習も多自然川づくりにつ
ながっていない。

・連携する市民側から見れば、環境に関して行政は何もわかっていない
し、依然としてあたまが固いと思っている。
・市民の多様性を受け入れることが大事。市民の意見を取り入れる方法の
研究が必要。
依然として聞きっぱなし可。小意見しか取り入れない。
・行政の技術者が、多自然川づくりの治水上の問題を正しく認識していな
い。環境・治水双方が“分からない”とひいている。つまり多自然の研究を
もっと進めるべき。
・行政が個人的、散発的対応しかしていない。組織的対応をしていない、継
続性がない。環境担当を置くべきであるが、それだけではいけない。すべ
ての担当が対応必要。
・自然再生推進法の協議会はうまくいっていない。組織が重すぎる。
・ 川で活動する市民と一般市民は全く違うことを前提にしてください。たとえ
ば川に樹木が生えていることが治水に支障のあることは川で活動していな
い人には良くわからない。

・市民に普及するためには市民に評価されなければならない。管理者＝公務員がその気にならなけれ
ばならない。いや義務と思わなければならない。そのためには河川法の再改正が必要。今の法は目的
が自然の概念を表に出ていない単なる河川環境の整備と保全とうたっているだけで、それに続く手続き
等の実質部分が全くない欠陥法、つまり行政の裁量に任せているのでだれも実施しなくてもよいことにな
る。通達行政だけでは駄目である。自然という文言を河川法に書くことを環境省が反対しているのだろう
か、それはけしからぬ。いやまだ国交省幹部に環境は飾り物と考えている向きはいないか。ドイツの自
然保護法のように河川のありよう、すなわち近自然的手法で改修することが義務付けられているがその
ような他法を借りる手法でもよい。とにかく法律の好きな公務員をしばるのには明確な法律上の根拠が
必要である。日本の政治は与野党を問わず貧困であるが頑張ってほしい。
・日本の河川は多くは有堤河川である。その近傍の氾濫原に住んでいる国民市民が70％以上であろう。
山の中の無堤河川は立ち護岸で川の底幅を大きくとればそれだけで多自然河川である。従って多くの市
民の棲む有堤部区間特に非感潮区間こそ多自然川づくりを進めなくてはならない。もう1歩も2歩も前進
しなくてはならない。大熊先生の言われるよう堤防に昔の刃金（土ではなく鋼）を採用し、その分河道内
のリスクをを揚げるとかである。
・予算がないまたは人がいないというようによく言われる。新規改修ではすべて多自然改修とする［予算
は若干の追加でよい］、全国の河川の改修率は50％を超えているだろうから、修復、あるいは補償予算
を認めてはいかがか。ドイツでは既改修によって自然・環境を破壊してきたのだから一刻も早く除却また
修復するという補償的発想で行われている。これなら予算の不足を嘆くのではなく、その予算こそ優先さ
れるべきことが理解できるだろう。人間は逃げることができる。治水優先ではない。しかもそれは巨額だ
けにその手法は本来的に妥当投資が要求されるのだが・・・。
・つまり市民に広く普及するためにはそのバックボーンをしっかりすることではなかろうか。法律、技術、
予算、人間＝組織などである。連携ばかりを言う前に公務員がどしどし進めるべきである。ドイツでは役
人が法に従って住民や政治家を説得すると自負していた。
・河川ひいては土木の公務員は、生物、環境を大学派遣などで再学習すべきである。あるいはその系列
の学生を採用すべきである。または高校、専門学校大学で近自然を教えるべきである
・最後に２つ。多自然という言葉は法に書く場合は止めてもらいたい。近自然が良い。要は自然と人間の
妥協物であるのだから・・・。市民に錯覚を与えてはならない。
・このようなアンケートは多自然川づくりの方針を出して広くパブコメをしてほしい。

42 ○ 川づくりに対する両者の対話があまり行われて
いないのではないか。
特に、県レベルや自治体のレベルでは、ほとん
ど行われていないように思う。

○ 川に関する活動をしている市民には浸透してい
るが、そうでない市民にはほとんど浸透していな
いと思う。

対話の場を広く設けること。 ① 「多自然川づくり」を実施した場所に、看板を立てて説明する。
② 定期的に「多自然川づくり」の現場を見学する催しをする。
③ 子供たちに川で遊びイベントをする。
④ ホタルを繁殖する環境にする。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

43 ○ ○ 分かりません 一般市民の川に対する意識は、治水や河川管理は国任せで、一旦被害が出た時だけ騒いで終わる。つ
まり、川は国のものという昔ながらのお上意識に捉われて、自分たちの川でもあるという意識は見られま
せん。市民が川に求めるのは、遊び場ばかりのようです。河畔林を通して生態系や上流の山林、下流の
海、ひいては地球環境へと向くような取組がなされれば、多自然川づくりにも目が行くようになるのでは
ないかと思って、提案させてもらいます。
　数年前まで阿賀野川下流域２５キロばかりを管轄する河川事務所の下で河川モニターをやりました
が、その際、河畔林伐採に向けて残存できる木の選定に立会いました。これは、市民に自分たちの川を
見つめてもらうまたとない機会と思いました。そこで、河川事務所の許可を得て、ほんの数名ではありま
したが、その都度、関心のある周囲の人にも参加してもらうようにしてきました。
人間が自然界のどこにでも入り込んだ結果、辛うじてここで生き延びる場所を河畔林に得た生き物が
残っているというような生態系環境となっています。河畔林は、また、昆虫や微生物も含めた川の生き物
のためだけで、なく海へ流れる水の浄化のためにも欠かせません。数本の大木だけを残しても鳥や小動
物に必要な回廊とはなり得ないものの、河畔林を大事に思う市民の思いが形として残るだけでも大事な
ことと思いました。
多自然川づくりの意図は、人間中心主義が地球環境の破壊＝温暖化問題を招いてきたことに対する反
省に立った、山林―川－海という繋がりの上での、川の部分の話と受け止めます。
　河畔林伐採の選木立ち合いに多くの市民が参加できれば、多自然川づくりが普及するためにまたとな
い手と思います。河畔林伐採のような計画があれば、特定市民だけでなく広い参加を考えてはいかがで
しょう。治水の話と同時に、多自然川づくりの意図も伝わりやすいに違いありません。
　なお、河川敷の民間利用推進が始められていますが、お金になると見れば行政でもすぐ河川敷の公
園化などに手を出す現状では、河畔林などの自然がさらに消えていくことが懸念されます。公園化は、
実は、自然破壊の一面を抱えているのを見てきました。人間中心主義の前に、先ず健全な自然環境、健
全な地球環境維持があってほしいものです。そのために、多自然川づくりは役だって欲しいと願います。

44 ○ ○

45 ○ 河川協力団体制度が発足して、河川での除草や
外来種駆除などの維持管理の面については市
民と行政の連携が進んだが、水辺の改修などの
川づくりの面までは連携できていない。

○ 多自然川づくりどころではなく、河川法が改正さ
れて河川環境の整備と保全が法の目的になって
いることも、一般住民には知られていない。

市民の有識者で構成する種々の分野の河川アドバイザーを各事務所で委
嘱して、河川改修の工事着手前にコメントをもらう仕組みを構築することか
ら始めることが必要。

平成9年の河川法改正直後は、各河川で流域委員会が開催されて、限られた人数ではあったが、川づく
りに熱心な市民に河川整備についての行政の考え方を説明して、川づくりについて理解を深めてもらう
絶好の機会となっていた。しかし、近年では、学識者懇談会を開催するようになって、市民との対話の機
会を行政が閉ざしてしまった。
一部の流域委員会が暗礁に乗り上げて、うまく機能しなくなったことは承知しているが、全ての河川で流
域委員会を開催しない方向転換は改めるべきである。
その打開策として、3)の河川アドバイザーが上手く機能するような河川では、河川アドバイザーと川づくり
に熱心な市民が参加する流域委員会を設置し、定期的に開催して、川づくりに市民を巻き込むことが必
要である。

46 ○ 少なくとも遠賀川水系・国土交通省管理区間で
は、幾多の施策ごとに説明会があっており、
平常時においても意見交換ができる市民団体が
多いので、進んだと思われます。

○ 最近の地震（過去九州では実感できなかった）
や、普通に豪雨がやってくるため、河川生物の保
全のイメージが強い「多自然川づくり」は、やや後
退している感があります。

河川利用度、利用必要性を上げるための継続的な活動推進。平行して、
活動（利用）モラル向上が必要だと思います。具体的には小学校の授業で
河川を場とした環境教育
（子どもが親に体験を話すため）を、地道に実施する事。
直接、行政と市民団体の会合等を増やすよりも有効と考えます。

「多自然川つくり」が普通で、緊急および強度のみ優先の場合が特殊と思えるように現場を増やす事。一
般の人は、通勤時の車窓や旅行時の散策などでしか川を見ません。また、災害時のテレビ報道で川の
豹変を見ます。よって、日常の川の変化（改修による）を見る機会を増やすことが必要と考えます。
　具体的には、徹夜仕事の朦朧とした中、テレビを点けると解説のほとんどない「山の番組」を見ることが
あります。ドローンの低空撮影などで、ふるさとの川を鳥瞰できれば「違和感」なども感じられるのではな
いでしょうか。

47 ○ 百間川改修工事に関する意見交換会と現地見
学会が旭川流域ネットワーク（ARNET）により開
催されて、市民及び団体の意見を河川管理者が
聴き施策に生かすと発言した。文化歴史遺産が
あり、関係団体の意見を取り入れて特別な工法
により河川遺跡の対策も講じられた。周辺には
自然観察に良好な水辺（小河川・湧水池など）や
市民の憩いの桜並木および広場があり、これら
を保存しながら改修工事を行うことになってい
る。経過は市民との意見交換会を逐次開くことと
なった。

○ 生物多様性を維持しながら治水などの対策工事
を行うという基本的な考え方は、市民の中では、
専門家の間しか知られていない。標語としてはよ
くつかわれているものの、自分たちの将来を豊か
にするか貧しくするか極めて大切な後戻りできな
い重要な考え方であることを多くの市民が学習し
ていないため、早急に社会教育のシステムに乗
せる必要がある。

水辺との触れ合う機会が極めて乏しくなっていることが、最大の問題点。行
政と市民団体・専門家（大学など）の共同で、「水辺観察会」「水辺遊び」な
どの季節の応じた「花鳥風月を感じる楽しさ」を実感して大切にする社会教
育システムを早急に構築する必要がある。学校教育の中で「安全のために
水辺に近づかないこと」を生徒・児童に教えている現在、学校教育現場で
は「多自然型川づくり」の学習以前の状況が続いている。この異常な教育
状況では、本来的に水辺の持つ「教育に欠かせない自然と交感・共感する
こころの成長」を忘れ去ってしまう危険性があります。これを改善すること
がまず第一と思われます。

生物の豊かな川の持つ「魅力」と、これに気付くことのできる「感性」や「感動する心」を市民に広く伝えて
いくことが必要です。「多自然型川づくり」が社会にとってかけがえのないものであることが市民の多数派
に支持されることが未来を拓くと思います。このために、良好な自然を持つ親水公園などを利用しての自
然観察・水遊びイベントや水辺の楽しみや歴史文化の魅力を載せた冊子作りなど、さまざまな取り組み
を行うことが有効です。私たちの団体では、毎年数回の「水辺の生きもの調査」や「学生と行う合宿研修
＝旭川源流大学」や「調査地公民館での大学生の生物調査報告会」「生態系サービスを取り戻す漁協と
の共同事業」「ホタル調査」「産廃問題解決の調査と学習会」など源流から海域までの流域各地で取り組
みを行ってきました。地元市民が楽しく継続的にできる活動が一番力になることを学んできました。

48 ○ 市民と行政が協働しながら川づくりに取り組んで
いる。以前は行政主導であったが、今では市民
主導で川づくりを進めている。

○ 芥川倶楽部では、芥川の「川らしさの再生に向け
て」ワークショップを繰り返し、改修計画案を作成
しました。それを、芥川倶楽部が主催した川づくり
検討会（市民、大阪府、高槻市、学識経験者で構
成）で発表し、私たちの思いをぶつけました。現
在、川らしさ再生の実現に向けて、行政と意見交
換しながら設計に反映してもらっています。

市民と行政が連携しながら川づくりを進めていますが、その一方で、堆積
土砂を撤去する際に貴重な淵を埋めて川底を真っ平らにしたり、行政と協
働で淵の整備を行った個所を、下流に堆積した土砂の捨て場として埋めて
しまったりということが起こっています。これは、はなはだ連携意欲をなくし
ます。
多自然川づくりを行っている部署と、維持管理を行う部署の連携ができて
いないということもありますが、維持管理も多自然でという意識が浸透して
いないためだと思われます。
また、設計に携わるコンサルタントが多自然川づくりが不得手でうまくいか
ないという現実もあります。多自然川づくりについての資格を持ったコンサ
ルタントが受注できるシステムができないでしょうか。

49 ○ ○ 行政でも川の関係部署以外の人は、知らないの
ではないでしょうか。

多くの市民は、生活の中で川に接する機会が少ないので、まず川に親しみを持ってもらうことから始める
ことが大切だと思います。
川に来て身近に感じてもらうステップとして
①遠くから眺める。
②土手の上を散歩する。
③堤から下りて普段見慣れていない視点から景色を見る。
④水辺に近づく。
⑤水に触れる。
⑥水の中に入る。
⑦生き物に触れる。
ここまで来れば五感で川を感じる。
特に今の子育て世代は川で遊んだ経験が少ないので、川での遊びを発信し、子どもたちと一緒に自然
を楽しんでもらうようにする。
川は、都市公園では感じることのできない心癒される自然にあふれた魅力のある場所であり、また市民
がそれを願えば実現していく。それが多自然川づくりだと理解してもらえれば、もっと普及すると思いま
す。
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市民団体等　多自然川づくりに関するアンケート
NO ３）より一層の市民と行政との連携を推進するためには何が必要でしょうか？ ４）「多自然川づくり」を市民に広く普及するためには何が必要でしょうか？

進んだ やや進んだ あまり進んでない 進んでいない 自由記述 浸透している やや浸透している あまり浸透していない 浸透していない 自由記述 自由記述 自由記述
１）多自然川づくりに関する市民と行政との連携は進んだと思われますか？ ２）「多自然川づくり」という概念は市民へ浸透していると思われますか？

50 ○ 河川協力団体の指定および、水辺リングの活動
により、「川」への関心が以前よりは高まったの
ではないかと感じている。

○ 森川里海のつながりについて、昨年度より様々
なイベントもあり、生物多様性やESDの視点から
も「多自然川づくり」の重要性は徐々に浸透して
きているのではないかと感じる。

・例えば、河川改修工事や自然護岸整備など、行政が実施している様々な
メンテナンスについて、もっと市民がその意味を知ることができる機会が必
要であると思う。地域の自治会に対して説明があったとしても、市民全体に
は浸透しない。
・川で活動している市民団体との協働で、市民に対してイベントなど川への
関心が高まるようなアプローチの機会をもっと増やすことが必要。
・ただし、ボランティア（無償奉仕）をあてにするような姿勢の行政では、今
後発展は望めない。市民と行政が連携して活動推進を図るのであれば、そ
のキー局となる個人や団体に対して、補助金や謝金等が必要であると思
う。

・学校教育現場において、「川は危険」ではなく「川の体験活動」をもっと推進するべきであると考える。
・生物多様性の視点から、それぞれの地域にあった地域の特色を生かした環境保全の重要性につい
て、公民館等地域レベルでの普及活動推進。
・学校連携

51 ○ 全国的には進んだ地域はあると思いますが、私
が生活している地域では残念ながら進んでいる
とはいえないと思います。

○ 私たちは川で活動している団体ですが、今回の
アピールで初めて「多自然川づくり」という言葉を
聞きました。内容は大変共感できるものなので、
あまり広まっていない
ことが残念です。

行政の広報・アピールが足らないと思います。
HPのみの広報ではなかなか内容が伝わらないと思います。
例えば、どのような川の姿をめざしているのかという川の姿を河川敷に看
板で立てたり、行政主催で体験会や学習会を開催し、市民が興味関心を
深めるなかで自らがSNSなどを発信したりすることの積み重ねで少しずつ
連携が深まっていくと考えます。

市民に「豊かな川の姿」を体感してもらう機会を増やすことが大切だと思います。
例えば、
① ドラマやミュージックビデオなどで、多自然な川の姿を観る機会を増やす。
②  川や河川敷の利用に関する規制を緩和し川遊びを推進する。
③ 川や河川敷でのイベントを増やす。そのためには、川で活動している団体の育成を推進していく。
④ 「川へ出かけよう！」という雰囲気づくり。
⑤ その川の歴史を踏まえ、川でどんな遊びをしていたか（しているか）、どんな生き物がいたか（いるか）
を知ることができる機会を増やす。
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